
倉敷市地域おこし協力隊員募集要項（第２次募集） 

 

真備町は，平成１７年８月に倉敷市へ編入合併しました。真備町の名前は，奈良時代

に遣唐使として２度中国に渡った吉備真備（きびのまきび）に由来し，町内には数多く

の古代遺跡があります。また，推理小説作家の横溝正史が金田一耕助を生み出した地と

しても有名です。 

平成３０年７月豪雨で被災（浸水）をし，甚大な被害を受けましたが，現在は，人口，

商業ともに被災前と比較し，約９割の回復を見せていますが，新型コロナウイルス感染

症の長期化もあり，商工業全般に通底する停滞感があります。 

地域の特産品として「竹」に纏わる筍や竹の加工品がありますが，県内外ともに強い

インパクトに欠け，全国的にも知名度の高い定番ブランドとなってなく，ブランディン

グが課題となっています。加えて，「竹・筍」に次ぐ第二，第三の特産品の創出及び豊か

な自然を活用したアウトドア産業などの新ビジネスの創出が急務といえます。 

そこで，地域の総合力をもって，真備町の力強い産業復興と経済成長に取り組んでく

ださる「地域おこし協力隊」を募集します。 

活動場所は，真備町が中心となります。 

 

１ 業務内容 

 (１) 事業名 

倉敷市地域おこし協力隊活動推進事業（真備災害復興事業） 

 (２) 内容 

  ア 真備地区事業者向け復興支援に関すること 

・ 被災事業者に対する各種調査及び支援施策等の情報提供 

  イ 地域及び産業振興に関すること 

   ・ 地域振興に係るイベント等の運営のサポート 

  ウ 地域資源に関すること 

・ 地域資源の発掘，商品開発及び魅力発信 

  エ その他の活動 

・ 名物定番グルメの開発 

・ 観光・体験プログラム，旅行商品の開発（ツアー企画，商品化，営業活動等） 

・ 新ビジネスの構築（アウトドアビジネス，スポーツビジネスの創出等） 

・ 地域情報誌の発行や地元高校・大学との連携 

・ ＳＮＳ，デジタルコンテンツを活用した情報発信（１週間に１回以上） 

 

 



２ 募集人数 

 １名 

 

３ 形態及び期間 

 (１) 倉敷市地域おこし協力隊として市が委嘱（市との雇用関係はありません。） 

(２) 委嘱期間は委嘱の日（令和４年４月１日以降）から令和５年３月３１日まで。 

ア 委嘱の開始時期は，隊員の派遣・受入先となる受入団体（以下「受入団体」とい

う。）及び委嘱内定者との協議の上，決定します。 

なお，委嘱決定後，転居手続き（概ね２か月以内）完了から委嘱した日以降となり

ます。 

イ 委嘱期間は，最長で令和７年３月３１日まで更新が可能です。 

ウ 委嘱期間の更新は，年度単位で行います。 

なお，更新については，当該年度末に，受入団体及び委嘱内定者と協議の上，決定

します。 

(３) 倉敷市地域おこし協力隊の設置に関する要綱（平成２８年告示第３３７号）第８

条に該当する場合は，委嘱期間中であってもその職を解くことができるものとします。 

(４) 地域協力活動に支障のない範囲において就業等ができるものとします。 

 

４ 応募資格 

次の各号の要件を全て満たす者とします。 

(１) 次に掲げるいずれかの要件を満たす者 

ア 次に掲げる都市地域に住民票があり，隊員決定後，住民票を倉敷市に移動させて

移住できる者 

(ア) 三大都市圏（東京都，埼玉県，千葉県，神奈川県，愛知県，岐阜県，三重県，

大阪府，京都府，奈良県及び兵庫県をいう。） 

(イ) 三大都市圏以外の政令指定都市（岡山市を除く。） 

イ 岡山県外の市町村において２年以上の地域おこし協力隊員の経験があり，かつ，

当該地域おこし協力隊員としての活動期間を終えてから１年以内の者で，隊員決定

後，住民票を倉敷市に移動させて移住できるもの 

(２) 心身が健康で倉敷市内に定住する意欲のある者 

(３) 普通自動車運転免許を取得している者（ＡＴ限定可） 

(４) パソコンの一般的な操作ができる者 

(５) ＳＮＳを活用し，情報発信を行ったことがある者 

(６) 土日及び祝日の行事参加や夜間の会議出席など不規則な職務に対応できる者 

(７) 受入団体，地域住民，関係団体とともに積極的に活動できる者 

(８) 取得している資格や免許など，その他の要件については，受入団体との協議の上，



決定します。 

 

５ 主な活動場所 

岡山県倉敷市真備地区内 

 

６ 活動時間等 

受入団体との協議の上，決定します。 

※ 受入団体及び業務内容により異なります。 

 

７ 報償費 

月額２３３，０００円を上限とし，受入団体と協議の上，決定します。 

※ 時間外手当，昇給，賞与，退職手当等の支給はありません。 

※ 毎月１０日までに，日ごとの活動をまとめた活動実績書を提出していただきます。 

※ 活動の日数が月２０日に満たないときは，受入団体との協議の上，日割計算によ

り算出する場合もあります。 

 

８ 待遇及び福利厚生 

(１) 賠償責任保険及び傷害保険に受入団体が加入します。 

(２) 活動に必要な消耗品，旅費等を受入団体から支給します。 

(３) 活動用に必要な備品を受入団体から貸与します。 

(４) 住居については，原則，受入団体が用意する住宅等に居住していただきます。 

(５) 転居に要する費用，水道光熱費の生活費，自治会費等は，個人負担となります。 

(６) 健康保険・年金等については，個人負担で加入が必要です。 

(７) 日常生活における移動手段として自家用車等の持ち込みをお勧めします。 

 

９ 応募手続 

(１) 応募期間 

  令和４年４月２８日（木）まで 

(２) 提出書類 

応募用紙に必要事項を記載の上，住民票の写し及び運転免許証の写しを添付して下

記まで郵送又は持参してください。 

地域おこし協力隊経験者であって，地域要件の特例の適用を受ける方は，「２年以上

続けて地域おこし協力隊として活動し，かつ，解嘱から１年以内であることが確認で

きる書類（委嘱状・解職状の写し等）」を提出してください。 

(３) 連絡手段 

応募後の連絡手段として基本的にＥメールを使用します。応募用紙のＥメール欄は，



必ず記入してください。 

 

10 選考方法 

(１) 第１次選考 

応募を受け付け次第，本市による書類選考を実施します。結果は，応募者全員に通知

します。応募用紙の記載内容で書類選考を行いますので，できるだけ詳しく記載して

ください。 

(２) 第２次選考 

第１次選考合格者を対象に本市と受入団体による面接審査を実施します。結果は第

２次選考者全員に通知します。 

なお，第２次選考の日時や場所等の詳細については，第１次選考結果を通知する際

に合格者へ通知します。 

 

11 その他 

(１) 当該地域おこし協力隊に係る令和４年度倉敷市予算が減額又は削除となった場合，

契約を締結しないことがあります。 

(２) 倉敷市地域おこし協力隊の設置に関する要綱及び関係法令を必ず確認の上，応募

ください。 

(３) 選考の参加のために必要な費用（交通費，郵便料等）は応募者の負担となります。

また，提出された書類は返却しません。 

(４) 募集要項，応募用紙等のデータは，倉敷市ホームページからダウンロードできま

す。 

 

12 応募・問合せ先 

  〒７１０－８５６５ 岡山県倉敷市西中新田６４０番地 

  倉敷市文化産業局商工労働部商工課（担当：三好） 

TEL（０８６）４２６－３４０５ ／ FAX（０８６）４２１－０１２１ 

E-mail：cmind@city.kurashiki.okayama.jp 

mailto:cmind@city.kurashiki.okayama.jp

